
第５２号議案 

   足立区特別区税条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１７年６月７日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区特別区税条例の一部を改正する条例 

 足立区特別区税条例（昭和３９年足立区条例第５９号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１０条第１項第２号中「、年齢６５歳以上の者」を削る。 

 第２３条第１項中「第３項」を「第４項」に、「本条」を「この条」

に改め、同条第３項中「第３項」を「第４項」に改める。 

 付則第４条中「平成１８年度」を「平成２１年度」に改める。 

 付則第９条第１項各号列記以外の部分中「本項」を「この項」に改め、

同項第２号中「（付則第１２条第１項の規定の適用がある場合には、同

項第２号に規定する合計額。以下本号において同じ。）」を削る。 

 付則第１３条第１項中「本項、次項及び第３項並びに次条第１項」を

「この項及び次項並びに付則第１３条の３」に、「第５項」を「第４項」

に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「本項」を「この項」に改め、

同項を同条第２項とし、同条中第４項を第３項とし、同条第５項第２号

中「第４項」を「第３項」とし、同項を同条第４項とする。 

付則第１３条の４を削る。 

 付則第１３条の３中「第３５条の２の３」を「第３５条の２の４」に

改め、同条を付則第１３条の４とする。 

 付則第１３条の２第１項中「前条第１項」を「付則第１３条第１項」

に、「第１８条の２第２項から第４項」を「第１８条の３第１項から第

３項」に、「本条」を「この条」に、「第５項」を「第４項」に改め、

同条第２項を削り、同条を付則第１３条の３とする。 



付則第１３条の次に次の１条を加える。 

 （特定管理株式が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税

の特例） 

第１３条の２ 区民税の所得割の納税義務者について、その有する租税

特別措置法第３７条の１０の２第１項に規定する特定管理株式（以下

この項及び次項において「特定管理株式」という。）が株式としての

価値を失つたことによる損失が生じた場合として同条第１項各号に掲

げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理

株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として令附則第１８条の２

第１項で定める金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じ

た損失の金額とそれぞれみなして、この条及び前条の規定その他この

条例の規定を適用する。 

２ 区民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３７条の

１０の２第１項に規定する特定管理口座（その者が２以上の特定管理

口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座）に保管の委託がさ

れている特定管理株式の譲渡（これに類するものとして令附則第１８

条の２第２項で定めるものを含む。以下この項、次条及び付則第１３

条の４において同じ。）をした場合には、令附則第１８条の２第３項

で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金

額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外

の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の

金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。 

３ 第１項の規定は、令附則第１８条の２第４項で定めるところにより、

第１項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の

第２３条第１項又は第４項の規定による申告書（その提出期限後にお

いて区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びそ

の時までに提出された第２４条第１項の確定申告書を含む。）に第１

項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（これらの申告



書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認

めるときを含む。）に限り、適用する。 

付則第１３条の５第２項中「第４項」を「第３項」に、「第１３条の

２の」を「第１３条の３の」に、「第１３条の２第１項」を「第１３条

の３」に改める。 

付則第１４条第２項中「第９項」を「第８項」に改め、同条第４項中

「第４項」を「第３項」に、「第１３条の２の」を「第１３条の３の」

に、「第１３条の２第１項」を「第１３条の３」に改め、同条第７項中

「平成１７年３月３１日」を「平成１９年３月３１日」に改め、同条第

８項を削り、同条第９項中「第７項」を「前項」に、「申告書に同項」

を「申告書に前項」に改め、同項を同条第８項とする。 

   付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成１８年１月１日から施行する。ただし、付則

第４条の改正規定、付則第９条の改正規定、付則第１４条第７項の改

正規定及び次条第１項の規定は、公布の日から施行する。 

（区民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の足立区

特別区税条例（以下「新条例」という。）の規定中区民税に関する部

分は、平成１７年度以後の年度分の区民税について適用し、平成１６

年度分までの区民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第１０条第１項第２号の規定は、平成１８年度以後の年度分

の区民税について適用し、平成１７年度分までの区民税については、

第８項に定めるものを除き、なお従前の例による。 

３ 平成１８年度分の区民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が１

２５万円以下であり、かつ、平成１７年１月１日現在において年齢６

５歳以上であつた者（地方税法等の一部を改正する法律（平成１７年

法律第５号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律



第２２６号。以下「新法」という。）の施行地に住所を有しない者を

除く。）に係る新条例第１３条の規定の適用については、同条中「３，

０００円」とあるのは、「１，０００円」とする。 

４ 平成１８年度分の区民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、

前年の合計所得金額が１２５万円以下であり、かつ、平成１７年１月

１日現在において年齢６５歳以上であつた者の所得割（新条例第１０

条第１項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項におい

て同じ。）については、新条例の規定中所得割に関する部分（新条例

第２０条の２第１項を除く。）を適用した場合における所得割の額か

ら、当該額の３分の２に相当する額を控除するものとする。この場合

における新条例第２０条の２第１項の規定の適用については、同項中

「第１８条、第１９条及び前条」とあるのは、「足立区特別区税条例

の一部を改正する条例（平成１７年足立区条例第  号）付則第２条

第４項」とする。 

５ 平成１９年度分の区民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が１

２５万円以下であり、かつ、平成１７年１月１日現在において年齢６

５歳以上であつた者（新法の施行地に住所を有しない者を除く。）に

係る新条例第１３条の規定の適用については、同条中「３，０００円」

とあるのは、「２，０００円」とする。 

６ 平成１９年度分の区民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、

前年の合計所得金額が１２５万円以下であり、かつ、平成１７年１月

１日現在において年齢６５歳以上であつた者の所得割（新条例第１０

条第１項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項におい

て同じ。）については、新条例の規定中所得割に関する部分（新条例

第２０条の２第１項を除く。）を適用した場合における所得割の額か

ら、当該額の３分の１に相当する額を控除するものとする。この場合

における新条例第２０条の２第１項の規定の適用については、同項中

「第１８条、第１９条及び前条」とあるのは、「足立区特別区税条例



の一部を改正する条例（平成１７年足立区条例第  号）付則第２条

第６項」とする。 

７ 新条例付則第１３条の２の規定は、平成１７年４月１日以後に同条

第１項に規定する事実が発生する場合について適用する。 

８ 新条例付則第１４条（所得税法等の一部を改正する法律（平成１７

年法律第２１号）第５条の規定による改正後の租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号。以下「新租税特別措置法」という。）第３７条

の１３第１項第１号に定める特定株式に関する部分に限る。）の規定

は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する

法律（平成１７年法律第３０号）の施行の日以後に払込みにより取得

をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が

同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、

なお従前の例による。 

９ 新条例付則第１４条（新租税特別措置法第３７条の１３第１項第４号

に定める特定株式に係る部分に限る。）の規定は、所得割の納税義務者

が平成１７年４月１日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定

株式について適用する。 

 

 （提案理由） 

 地方税法等の改正に伴い、区民税の非課税対象者から年齢６５歳以上

の者を除くとともに、規定を整備する必要があるので、この条例案を提

出いたします。 


